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 広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画（第３次）の策定に当たって 

 

我が国の自殺者数は、平成１０年に急増して以降、年間３万人を

超える状況が続いていましたが、平成１８年に自殺対策基本法が制

定され、国や地方自治体等の関係者が相互の緊密な連携の下に総合

的・計画的な自殺(自死)対策を推進するなどした結果、平成２２年

以降は減少を続け、平成３１年（令和元年）には２万人を下回りま

した。しかしながら、令和２年は１１年ぶりに上昇し、再び２万人

を超えています。 

 

本市におきましては、平成２０年６月に「広島市うつ病・自殺対策推進計画」を他の政令市に先駆け

て策定し、平成２６年１１月に中間見直しを行いました。 

その後、平成２９年３月に「広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第２次)」を策定し、「かけが

えのない命を支え合い、生きる喜びを分かち合えるまち『ひろしま』～ささえあい、みとめあい、ゆる

しあえる社会を目指して～」という基本理念の下、諸施策を総合的・計画的に推進してきました。 

 

こうした総合的・計画的な取組により、本市における自殺者数は平成２０年以降減少傾向にあり、平

成３０年には、自殺者数が２６３人と最も多かった平成１９年以降では最も低い１４６人となりました。

しかし、近年は増減を繰り返し、依然として年間２００人弱の尊い市民の命が失われており、更なる取

組の充実が求められています。 

 

「広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第３次)」におきましては、第２次の成果を踏まえ、その

基本理念を継承しつつ、自殺(自死)の現状、課題及び市民アンケートなどを分析し、新たに設定した「自

殺(自死)ハイリスク者対策の充実」、「共助の精神に基づく自殺(自死)対策の取組等への支援」、「関係機

関のネットワークの強化」の３つの基本方針の下、より一層の総合的・計画的な対策を推進してまいり

ます。 

 

また、自殺(自死)対策の推進は、世界共通の目標であり、本市と同じ理念を共有するＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）が目指す「誰一人取り残さない」社会の実現とも密接につながるものであるため、本

計画の具体的な取組を進めることは、ＳＤＧｓの目標３「すべての人に健康と福祉を」、１０「人や国

の不平等をなくそう」、１７「パートナーシップで目標を達成しよう」の達成に寄与するものです。こ

のため、取組の実施に当たっては、その相乗効果を意識しながら、一体的に推進してまいります。 

 

結びに、本計画の策定に御尽力いただきました広島市うつ病・自殺(自死)対策推進連絡調整会議委員

の皆様や、貴重な御意見をいただきました関係者・関係機関・市民の皆様に、心からお礼を申し上げま

す。 

 

令和４年（２０２２年）３月 

広島市長  松井  一實 
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